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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規

則の一部を改正する規則の制定について

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和２年法律第14号。以下「改正法」とい

う。）の一部の施行に伴い、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援

に関する法律施行規則の一部を改正する規則（令和２年国家公安委員会規則第10号）

が令和２年８月28日に公布され、９月１日から施行されたところ、その改正の概要に

ついては、下記のとおりであるため、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

昨今の働き方の多様化に伴い、複数の事業に使用される労働者が増加している現状

を踏まえ、令和２年３月、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労災

法」という。）の一部改正を内容に含む改正法が成立し、労災法において、事業主が

同一でない複数の事業に使用される労働者の当該複数の事業の業務を要因とする死亡

等（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）（以下「複数業務要因災害」という。）に

関する保険給付が新設された（令和２年９月１日施行）。

これに伴い、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

施行規則（昭和55年国家公安委員会規則第６号）第12条第３号に、新たに複数業務要

因災害に関する保険給付が追加された。
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